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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板(3)、一対の外枠板(4)及び外底板(5)を連設した本体(1)と、側出板(21)、一対の内
枠板(22)及び内背板(23)を連設した有底角筒状の引出体(2)とから成り、本体(1)に対し引
出体(2)を揺動させて出し入れする揺動開閉箱において、
　前記外底板(5)の側部に、２本の切込間を延長してヒンジ片(13)を設け、その中間部に
折目(14)を幅方向に入れ、内背板(23)の上部に、２本の切込間を延長して連結帯(30)を設
け、その先端側と中間及び基端とに折目(31,32)をそれぞれ幅方向に入れて、連結帯(30)
の折目(31)より先端側を差込部(30a)とし、前記本体(1)に引出体(2)を嵌め込み、ヒンジ
片(13)を折目(14)に沿って折り曲げ、その先端部を引出体(2)の差込穴(28)に差し込むこ
とにより、引出体(2)の一端部を、ヒンジ片(13)の折目(14)が支点となるように本体(1)に
連結し、連結帯(30)を折目(31,32)に沿って折り曲げつつ、差込部(30a)を本体(1)の差込
穴(15)に差し込むことにより、引出体(2)の他端部を、連結帯(30)を介して本体(1)に連結
し、引出体(2)を本体(1)に収納すると、連結帯(30)が中間及び基端の折目(32)に沿って折
れ曲がり、引出体(2)を本体(1)から引き出すと、連結帯(30)が伸びてストッパとなり、引
出体(2)の抜け出しが防止されるようにしたことを特徴とする揺動開閉箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、本体に対し引出体が揺動して開閉される包装箱に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１には、図１０に示すように、一側面が開口した本体５１と、その
開口に嵌められた引出体５２とから成り、引出体５２の底部一側を支点となる折目５３を
介して本体５１に連結し、本体５１に対し引出体５２を揺動させて出し入れする揺動開閉
箱が記載されている。
【０００３】
　この揺動開閉箱は、引出体５２の底部他側から上方へ延びる補助板５４を有し、引出体
５２を本体５１から引き出すと、補助板５４が本体５１の他側壁に沿って上昇し、補助板
５４の先端が天壁に当接して、補助板５４がストッパとなり、引出体５２の抜け出しが防
止されるようになっている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１２８１７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような構成では、引出体の補助板が撓むと、本体の後壁に沿って
スムーズにスライドせず、引出体の出し入れに支障が生じる場合がある。
【０００６】
　そこで、この発明は、本体に対し引出体をスムーズに出し入れできる揺動開閉箱を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、この発明は、天板、一対の外枠板及び外底板を連設した本体
と、側出板、一対の内枠板及び内背板を連設した有底角筒状の引出体とから成り、本体に
対し引出体を揺動させて出し入れする揺動開閉箱において、前記外底板の側部に、２本の
切込間を延長してヒンジ片を設け、その中間部に折目を幅方向に入れ、内背板の上部に、
２本の切込間を延長して連結帯を設け、その先端側と中間及び基端とに折目をそれぞれ幅
方向に入れて、連結帯の折目より先端側を差込部とし、前記本体に引出体を嵌め込み、ヒ
ンジ片を折目に沿って折り曲げ、その先端部を引出体の差込穴に差し込むことにより、引
出体の一端部を、ヒンジ片の折目が支点となるように本体に連結し、連結帯を折目に沿っ
て折り曲げつつ、差込部を本体の差込穴に差し込むことにより、引出体の他端部を、幅方
向の折目を有する連結帯を介して本体に連結し、引出体を本体に収納すると、連結帯が中
間及び基端の折目に沿って折れ曲がり、引出体を本体から引き出すと、連結帯が伸びてス
トッパとなり、引出体の抜け出しが防止されるようにしたのである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る揺動開閉箱では、本体と引出体とが連結帯を介して連結され、折目に沿
って屈伸する連結帯により引出体の開度が規制されるので、本体に対する引出体の出し入
れをスムーズに行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　まず、この発明の第１実施形態を図１乃至図５に基づいて説明する。
【００１０】
　この揺動開閉箱は、図１及び図２に示すように、一側面が開口した本体１と、その開口
に嵌められた引出体２とから成り、引出体２の底部一側を支点として本体１に連結し、本
体１に対し引出体２を弧状軌跡を描くように揺動させて出し入れするものである。引出体
２には、ワイン等の洋酒のボトルが収納される。
【００１１】
　本体１及び引出体２は、図３に示すような板紙のブランクから形成される。本体１のブ
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ランクでは、天板３の両端に縦長の外枠板４が連設され、一方の外枠板４に外底板５及び
継代片６が順次連設されている。天板３の一側は弧状に切り欠かれ、外枠板４の一側縁は
波状とされている。天板３及び外底板５の他側には折曲片７，８が、各外枠板４の他側に
は背重板９及び外背板１０がそれぞれ連設されている。外背板１０の先端縁には差込片１
１が、背重板９の基部にはスリット状の差込穴１２がそれぞれ設けられている。
【００１２】
　外底板５の一側部には、２本の切込間を延長してヒンジ片１３が設けられ、その中間部
には、幅方向に折目１４が入れられている。また、折曲片７の基部にはスリット状の差込
穴１５が設けられている。
【００１３】
　一方、引出体２のブランクでは、側出板２１の両側に内枠板２２が連設され、一方の内
枠板２２に内背板２３及び継代片２４が順次連設されている。内枠板２２の上端縁には弧
状部が形成され、内枠板２２の下端には折曲片２５が連設されている。側出板２１の下端
には内底板２６及び差込片２７が順次連設され、内底板２６の基部にはスリット状の差込
穴２８が設けられている。側出板２１の上端には折曲片２９が連設されている。
【００１４】
　内背板２３の上部には、２本の切込間を延長して連結帯３０が設けられ、連結帯３０に
は、先端側に折目３１が、中間及び基端に３本の折目３２が幅方向に入れられている。連
結帯３０の折目３１よりも先端側は、差込部３０ａとされている。
【００１５】
　上記ブランクから揺動開閉箱を組み立てるには、図４に示すように、本体１のブランク
において、天板３、外枠板４及び外底板５を縦巻きに折り曲げて、継代片６を反対側の外
枠板４に貼り付ける。
【００１６】
　また、引出体２のブランクにおいて、側出板２１、内枠板２２及び内背板２３を横巻き
に折り曲げて、継代片２４を反対側の内枠板２２に貼り付け、折曲片２５を内側へ折り曲
げて、内底板２６を閉じ、差込片２７を折曲片２５と内背板２３の間に差し込んで、引出
体２の底面を閉じる。
【００１７】
　次に、図２及び図５に示すように、本体１に引出体２を嵌め込み、ヒンジ片１３を折目
１４沿いに折り曲げて、その先端部を差込穴２８に差し込むと共に、折曲片７，８を下方
及び上方へそれぞれ折り曲げ、連結帯３０を折目３１，３２沿いに折り曲げつつ、差込部
３０ａを差込穴１５に差し込んで下方へ折り曲げ、背重板９及び外背板１０を順次重ね、
差込片１１を差込穴１２に差し込んで、本体１の背面を閉じる。
【００１８】
　そして、ボトルの箱詰め時には、図２に示すように、引出体２をヒンジ片１３の折目１
４を支点として本体１から引き出した状態で、ボトルを引出体２に天面の開口を介して収
納し、図１に示すように、折曲片２９を内側へ折り曲げて、本体１に引出体２を挿入する
ことにより、引出体２の天面の開口を閉止する。
【００１９】
　一方、この揺動開閉箱からボトルを取り出す際には、図２に示すように、本体１から引
出体２を露出部分に指を掛けて引き出し、引出体２の天面を開口させて、ボトルを持ち上
げる。このとき、連結帯３０の折目３２に沿った折り曲げが伸びて、連結帯３０がストッ
パとなり、引出体２の抜け出しが防止される。
【００２０】
　上記のような揺動開閉箱では、本体１と引出体２とが連結帯３０を介して連結され、折
目３２に沿って屈伸する連結帯３０により引出体２の開度が規制されるので、本体１に対
する引出体２の出し入れをスムーズに行うことができる。
【００２１】
　また、引出体２の開度は、連結帯３０の長さを変えることにより調整でき、箱の高さや
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紙厚に応じて、折目３２の位置と本数を適宜設定することにより、開閉時の連結帯３０の
反発による抵抗を抑制することができる。
【００２２】
　次に、この発明の第２実施形態を図６乃至図９に基づいて説明する。なお、ここでは、
上記第１実施形態との相違点について言及し、共通点については説明を省略する。
【００２３】
　この揺動開閉箱は、図６及び図７に示すように、本体１の両側面が開口し、各開口にそ
れぞれ引出体２が揺動可能に嵌められている。
【００２４】
　本体１及び引出体２は、図８に示すような板紙のブランクから形成される。本体１のブ
ランクでは、一方の内枠板４に、天板３の下方に重なる内天板３ａが連設され、この内天
板３ａにやや幅が広いスリット状の差込穴１５が設けられている。
【００２５】
　また、天板３の先端には差込片３ｂが、内天板３ａの基端にはスリット状の差込穴３ｃ
がそれぞれ設けられ、一方の外枠板４の上部には内天板３ａへ至る切込により差込片３ｄ
が、差込片３ｂの基端にはスリット状の差込穴３ｅがそれぞれ設けられている。
【００２６】
　一方、引出体２のブランクでは、連結帯３０の折目３１よりも先端側に長めの差込部３
０ａが設けられ、折目３１の一側には、抜止用の切込３１ａが入れられている。
【００２７】
　そして、組み立てに際しては、図９に示すように、連結帯３０の差込部３０ａを内天板
３ａの差込穴１５に差し込んで外側へ折り返し、図６及び図７に示すように、その上方に
天板３を被せ、差込片３ｂを差込穴３ｃに差し込んだ後、差込片３ｄを折り曲げつつ差込
穴３ｅに差し込んで、本体１の天面を閉じる。
【００２８】
　上記のような揺動開閉箱では、２本のボトルを各引出体２にそれぞれ収納して、コンパ
クトに包装でき、連結帯３０の屈伸に伴い、本体１に対し２個の引出体２をスムーズに出
し入れして、開閉することができる。
【００２９】
　なお、上記第２実施形態では、２個の引出体２を横に並べたものを例示したが、長尺の
本体１の中間部に仕切を設け、２個の引出体２を、開口した端面同士が仕切を介し対向す
るように縦に並べて、本体１に収納するようにしてもよい。
【００３０】
　さらに、１個の引出体２について１本の連結帯３０を設けて、本体１と引出体２とを連
結しているが、１個の引出体２について複数本の連結帯３０を設けて、本体１と引出体２
とを連結するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明の第１実施形態に係る揺動開閉箱の閉止状態を示す斜視図
【図２】同上の開放状態を示す斜視図
【図３】同上の本体と引出体のブランクを示す図
【図４】同上の本体と引出体の組立過程の分離状態を示す斜視図
【図５】同上の組立過程の後方からの斜視図
【図６】この発明の第２実施形態に係る揺動開閉箱の閉止状態を示す斜視図
【図７】同上の開放状態を示す斜視図
【図８】同上の本体と引出体のブランクを示す図
【図９】同上の本体と引出体の組立過程の分離状態を示す斜視図
【図１０】従来の揺動開閉箱の開放状態を示す斜視図
【符号の説明】
【００３２】
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１　本体
２　引出体
３　天板
３ａ　内天板
３ｂ　差込片
３ｃ　差込穴
３ｄ　差込片
３ｅ　差込穴
４　外枠板
５　外底板
６　継代片
７，８　折曲片
９　背重板
１０　外背板
１１　差込片
１２　差込穴
１３　ヒンジ片
１４　折目
１５　差込穴
２１　側出板
２２　内枠板
２３　内背板
２４　継代片
２５　折曲片
２６　内底板
２７　差込片
２８　差込穴
２９　折曲片
３０　連結帯
３０ａ　差込部
３１　折目
３１ａ　切込
３２　折目
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【図７】 【図８】
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